
平成３０年度第４回 地域連携推進機構運営会議 議事次第

日 時：平成３０年６月２６日（火） １０：００～１２：００

場 所：本部管理棟 ４階 第１会議室

【議題】 

＜審議事項＞ 資料番号 

１ 琉球大学発ベンチャー認定について 審議１ 

２ 
国立大学法人琉球大学地域連携推進機構と国立大学法人鹿児島大学南九州・南西 

諸島域共創機構との産学連携の協力推進に関する協定（案）について 
審議２ 

３ 平成３０年度戦略的地域連携推進経費 地域協働プロジェクト推進事業の採択（案）について 審議３ 

４ 平成３１年度概算要求（機能強化分）について 審議４ 

５ ＲＣＣマネジメント会議及びＲＣＣ事業本部の機構内での位置づけ（案）について 審議５ 

６ その他 

＜報告事項＞ 

１ 要審議となった平成３０年度公開講座の取り下げについて 報告１

２ 平成３０年度正課外地域実践教育プロジェクトの採択について 報告２ 

３ 各室・部門の当面の活動予定（主要事項）について 報告３ 

４ その他 

※参考資料

・ 地域連携推進機構運営会議 委員名簿（平成３０年４月１日時点）（参考資料１）

・ 平成３０年度 第４回 地域連携推進機構運営会議 座席表（参考資料２）

※今後の日程

・ 第５回 … ７月２３日（月） １０：００～１２：００ 於：本部管理棟 ２階 第２会議室

・ 第６回 … ９月２１日（金） １３：００～１５：００ 於：本部管理棟 ２階 第２会議室
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平成３０年度第２回 地域連携推進機構運営会議 議事要旨 

日 時: 平成３０年５月２４日（木） １３：３０～１５：００ 

場 所: 本部管理棟 ４階 第１会議室 

出席者: 須加原 一博（議長（機構長）），屋 宏典（副機構長 兼 産学官連携部門長），背戸 博史（地域

連携企画室長），遠藤 光男（生涯学習推進部門長），玉城 理（産学官連携部門 准教授），柴田 

聡史（生涯学習推進部門 准教授），島袋 亮道（地域連携企画室 特命准教授），宮里 大八（地

域連携企画室 特命准教授），下地 みさ子（産学官連携部門 特命准教授），空閑 睦子（生涯学

習推進部門 特命教員），新川 武（産学官連携部門 併任教員），瀬名波 出（産学官連携部門 教

授(併任)），金城 徹（総合企画戦略部 地域連携推進課長） 

欠席者: 小島 肇（地域連携企画室 特命准教授），新田 早苗（総合企画戦略部長） 

陪席者: 嘉目 克彦（監事），下地 孝之（課長代理），大城 光雄（企画係長），赤嶺 雅哉（地域連携推進

係長），與儀 あゆみ（産学連携推進係長），田頭 明子（地域連携推進係 主任），菅野 達之（企

画係員），仲嶺 天展（地域連携推進係員），天願 翔太（産学連携推進係員） 

※審議に先立ち，４月２０日開催の平成３０年度第１回運営会議の議事要旨案について確認があり，了

承された。 

＜審議事項＞ 

議長から，次の８つの事項について機構の今後の対応について審議を行う旨提案があり，各担当から

説明の上，審議を行った。 

1. 地域連携推進機構特命准教授の採用計画・採用手続きについて

事務局から，資料（審議１）に基づき採用計画・採用手続きについて説明があった。

審議の結果，原案どおり了承され，役員会に諮ることとした。

2. 一般社団法人九州経済連合会入会について

屋部門長から，資料（審議２）に基づき入会について説明があった。

審議の結果，原案どおり了承され，役員会に諮ることとした。

3. 平成３０年度前学期地域志向教育推進経費による教育改善取組の採択について

遠藤部門長から，資料（審議３）に基づき採択について説明があった。主な意見は以下のとおり。

･ 本件だけに限ったことではないが，取組終了後には成果や効果の検証が必要である。本件は教育

プログラムであるので，実施部局のカリキュラムに取組の成果が反映されていれば分かりやすい。

（嘉目監事） 

･ 費用面も考慮する必要があるが，報告書を冊子の形で成果物として残しておければ良い。（須加

原議長） 
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･ 過去のＣＯＣ，ＣＯＣ＋事業では，成果報告会において外部評価委員に確認いただいている。各

取組について一つ一つのヒアリングまではできていないが，今後はより丁寧にフォローアップで

きるようにしていき，また，カリキュラムへの反映についても難しい作業だが検討していきたい。

なお，過去の成果をまとめた事業報告書については現在作成中である。（遠藤部門長） 

審議の結果，原案どおり了承され，役員会に諮ることとした。 

 

4. 地域連携推進機構委託非常勤講師の委嘱について 

屋部門長から，資料（審議４）に基づき委嘱について説明があった。 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

5. 総務省「地域における IoT の学び推進事業」の申請について 

宮里特命准教授から，資料（審議５）に基づき申請について説明があった。 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

6. 研究開発プラットフォーム入会について 

屋部門長から，資料（審議６）に基づき入会について説明があった。 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

7. 平成３０年度公開講座計画書の提出について 

遠藤部門長から，資料（審議７）に基づき計画書の提出について説明があった。 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

8. その他 

議長から，日本トランスオーシャン航空株式会社（ＪＴＡ）と国立大学法人琉球大学との包括連携協

定の締結について審議したい旨の発言があり，事務局から説明があった。主な意見は以下のとおり。 

･ 単に就職斡旋のような形だけになってしまうと良くないと思うが，包括連携協定（以下「協定」）

締結によって具体的にどのようなことがイメージできるか。（瀬名波教授） 

･ 現状，先方から具体的には示されていないが，各部局からの提案を受けて，できることをやって

いきたいという意向とのことである。また，広報誌の活用など，本学としての全学的なメリット

もあるかと考えており，学内へ照会を行ってニーズを把握し，先方とのマッチングを行っていく

予定である。なお，現在，部局単位で締結している協定に関しては，全学の協定に含めるといっ

た形にする予定である。（大城係長） 

･ 相手先が一企業であり，社会貢献の側面もあれば営利追求の側面もあるかと思うが，先方の活動

も包括的に捉えなければならないのか。また，現在はビジョンがないまま協定だけ締結している

ような状況だと思う。（背戸室長） 

･ 協定は，締結したので相手先機関の要望を全て聞き入れなければならないというものではなく，

互いの窓口が明確になり連携しやすくなることが一つの大きなメリットである。協定の締結先を

拡大していくことの方針については，別に議論が必要かと思う。（大城係長） 
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･ 協定締結はｗｉｎ－ｗｉｎの関係の中で，お互いに何か希望があれば出し合ってできることをや

っていこうという考えではないか。（嘉目監事） 

･ 協定を締結するだけではなく，それを活かして地域貢献型大学として地域とお互いに活性化し，

発展していくことが重要である。（須加原議長） 

審議の結果，締結に向けた学内手続きを進めることで了承された。 

 

＜報告事項＞ 

議長から，次の５つの事項について機構の現状の認識と情報の共有を図るため，各担当から報告を行

うよう発言があった。 

 

1. 平成３０年度産学官金スタートアップ支援事業公募開始について 

屋部門長から，資料（報告１）に基づき事業公募開始について報告があった。 

 

2. 平成３０年度琉球大学ブランド商品開発支援事業公募開始について 

屋部門長から，資料（報告２）に基づき事業公募開始について報告があった。 

 

3. 平成３０年度以降の公開講座講習料に係る運用方針の策定スケジュールについて 

遠藤部門長から，資料（報告３）スケジュールについて報告があった。 

 

4. 各室・部門の当面の活動予定（主要事項）について 

各室・部門から，資料（報告４）に基づきそれぞれ報告があった。 

 

5. その他 

宮里特命准教授から，経済産業省の「学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」（学びの場）創出事

業）」及び総務省の「情報通信技術利活用事業費補助金（地域 IoT 実装推進事業）」の公募について説明

があり，申請準備を進めている旨，報告があった。 
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平成３０年度第３回 

地域連携推進機構運営会議（メール会議） 議事要旨 

 

日 時: 平成３０年６月１９日（火）（メール送信日）～６月２０日（水）（意見等期限日） 

委 員: 須加原 一博（議長（機構長）），屋 宏典（副機構長 兼 産学官連携部門長），背戸 博史（地域

連携企画室長），遠藤 光男（生涯学習推進部門長），玉城 理（産学官連携部門 准教授），柴田 

聡史（生涯学習推進部門 准教授），小島 肇（地域連携企画室 特命准教授），島袋 亮道（地域

連携企画室 特命准教授），宮里 大八（地域連携企画室 特命准教授），下地 みさ子（産学官連

携部門 特命准教授），空閑 睦子（生涯学習推進部門 特命教員），新川 武（産学官連携部門 併

任教員），瀬名波 出（産学官連携部門 教授(併任)），新田 早苗（総合企画戦略部長），金城 徹

（総合企画戦略部 地域連携推進課長） 

 

＜審議事項＞ 

急を要する案件であることから，議長の提案により，次の３つの事項についてメールにより審議を行

った。 

 

1. 国立大学法人琉球大学、日本トランスオーシャン航空株式会社、琉球エアーコミューター株式会社

及び日本航空株式会社との包括連携に関する協定（案）について 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

2. 平成３０年度地域協働プロジェクト推進事業審査要領（案）について 

審議の結果，原案どおり了承された。 

 

3. 平成３０年度公開講座計画書の提出について 

審議の結果，原案どおり了承された。 
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平成30年5月15日起業支援委員会　審査　　
平成30年6月7日産学官連携部門会議　了承

番号 企業名 結果 委員コメント

1
株式会社

沖縄リサーチセン
ター

合

・沖縄の生物資源を活用した商品開発が可能で、健康食品・ドリンク、化粧品、医薬品等様々な分野への波及
効果が期待できる。
・ノビレチン等の機能性素材の抽出からエビデンス取得を行っている。これを踏まえて新たな市場開拓を進め
ており高く評価できる。
・企業の成長とともに、これを支える経営チームの構築が課題だと思われる。
・製品が早期に多く普及する事を期待している。類似物と明確に差別化できる研究開発や販売戦略が望まれ
るか。
・安定取引先を確保することで、事業化可能性があると考えられる。
・搾汁後の残渣に対して高い付加価値をつけ事業化することが評価できる。具体的な収支計画への落とし込
み事業化の見通しが見えるようにすれば更に良い。
・設備投資を抑制できれば、成功できる可能性あり。
・本商品に限らず、沖縄生物資源の活用に期待したい。
・経営体制がしっかりするとなおいい。

2 株式会社がちゆん 合

・ビジネスの目の付け所が面白い。今後の進展が期待できる企業である。
・本学の学生発ベンチャーとして成長発展しており、今後の展開が期待できる。
・学生ベンチャーから脱皮するため役員等の強化が課題だと思われる。
・学生ベンチャーのポテンシャルを感じる。他の社会課題にも展開するとポテンシャルが活かせて面白いと思
う。
・修学旅行市場に訴求していくことで、一定の事業化可能性があると考えられる。
・修学旅行生を対象とした良質なサービスの提供により沖縄の魅力度アップにつながり、引いては将来的な観
光産業の後押しにも繋がる事業である。
・ビジネス面での期待というよりは、社会的貢献面で期待される。
・経営者の力量が最も評価できるポイント。
・営業活動なし、将来の見通しが立ちやすいビジネスモデルが確立できている。
・若手者の教育効果が期待できる。

3
一般社団法人

アントレプレナーシッ
プラボ沖縄

合

・起業家育成のための財団であり、今後も引き続き琉球大学発ベンチャー企業設立の助けになる可能性があ
る。
・大学の機能として本来必要であるので継続的支援が必要なのではないか。
・起業家育成等の社会的ニーズを取り込むことで、一定の事業化可能性があると考えられる。
・若手の企業家を育て県内産業や経済の活性化に繋げたいというビジョンが明確であり、かつ、起業家育成に
実績のある役員によって提供される体系的な育成プログラムは評価できる。
・この会社自体が大学発ベンチャーというよりは、大学発ベンチャーを後押しするという立ち位置に感じる。
・経験豊富であるため期待できる。
・社会的意義のある事業だと思うので、規模の拡大を目指して欲しい。
・アントレプレナーの必要性は十分理解できるが、補助事業終了後の展開が不透明。

4
RePHAGEN株式会

社
合

・バイオセンサー、診断薬等、これまでの抗体技術とは技術面で本質的に異なるものであり、従来のモノクロナ
ル抗体では難しいと思われていた分野への参入が期待できる。また、バクテリオファージを使った抗菌活性剤
は古くて新しい技術として興味深い。
・優位性の高いり技術及びノウハウと基盤とした事業として可能性を有する。
・学内の施設設備の事業利用について確認が望ましい。
・理化学的研究成果は、研究機関たる大学としてアピールしたい。
・安定取引先を確保することで、一定の事業化可能性があると考えられる。
・薬剤耐性菌問題という課題に対し、安価で安定的な解決方法を提供するという事業は新たな市場の創出に
繋がるものと思われる。また、経営コンサルを役員として招聘することで経営面においても安定するものと思わ
れる。
・一定のビジネスモデルが確立されている。
・経営の支援体制があればなおいい。

琉球大学発ベンチャー認定審査結果

【審議１】
平成３０年６月７日
産学官連携部門会議　承認
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2017.05.15 

琉球大学発ベンチャー認定・審査要領 

 

Ⅰ．基本的な方向性 

 

１．琉球大学 第３期中期目標・中期計画の方針−Action− 

  本学は、第３期中期目標期間において、地域活性化の中核的拠点となるべく社会変革にしなやかに

対応できるイノベーティブな大学としての歩みを加速する。 

 

２．地域社会・国際社会への貢献−Outcome− （中期計画より抜粋） 

【教育を通した貢献】 

   国際的に通用する教育の質および学位の質を確保しつつ、諸学を往還する幅広い教養を基礎とし、

高度な専門知識と課題探究能力を糧に世界で活躍・貢献できる人材を育成する。 

【研究を通した貢献】 

   地域社会の持続的発展に必要な基礎的・基盤的研究を推進しつつ、地域特性を踏まえた研究に基

づく独創的な研究成果と新たな価値の創出、地域社会の発展に資する異分野融合や学際的な研究の

推進を通じて、アジア・太平洋地域における中核的な学術研究拠点の形成を目指す。  

【社会・国際連携を通した貢献】 

   「ウチナーンチュ・ネットワーク」をはじめとするグローバル・ネットワークを活用し、産業界、

行政機関ならびに国内外の大学・研究機関との連携を強化して、地域の活性化および国際化に貢献

する。 

【大学ガバナンス】 

   社会のニーズに対応するため、組織編成や財政基盤の強化、教育研究力の向上に資する取組を戦

略的・機動的に展開し、自己点検・評価と外部評価を反映した大学運営を行う。 

 

３．地域連携推進の取り組み 

本学は、文部科学省の３つの重点支援の中で、「主として、地域に貢献する取組とともに、専門分野

の特性に配慮しつつ、強み・特色のある分野で世界・全国的な教育研究を推進する取組を中核とする

国立大学」に位置づけられている。このため地域連携を重要なミッションの一つとし「地域連携推進

機構」を設置し以下の課題に取り組んでいる。 

① 地域連携の在り方の評価と方向性の策定を絶えず行うシステムの構築 

② 地域の多様なニーズと大学内のシーズを対応させ、円滑な連携を可能にするシステムの構築 

③ 学内の他の機構や学部・研究科等との協働体制の整備 

④ 産業振興と地域競争力の向上を目的とした多様な取り組みの展開と拡充 

⑤ 地域人材育成に向けた多様な取り組みの展開と拡充 

⑥ 社会人学び直しを含めた地域での多様な学びの機会の支援、提供、拡充 

⑦ 地域連携の諸活動を通しての本学の教育研究活動の活性化 

 

４．琉球大学発ベンチャー認定の意義 

  上記の３の②及び④を実現するには既存企業の研究開発支援やベンチャー企業による新事業創出

支援など、様々な方策が考えられる。 

他方、沖縄地域には研究開発型の企業やベンチャー企業が多いとは言い難い状況にもある。このた

め大学（教員）が主体となって研究シーズを活用し自ら起業することも地域の産業振興と地域競争力

の向上に資するものと考えられる。本学が琉球大学発ベンチャーの創出を加速する一助として琉球大

学発ベンチャーの認定を実施する。 

 

7 / 127



Ⅱ．認定審査にあって 

 

１．大学発ベンチャーの定義 

  本基本方針では「大学発ベンチャー」を以下のとおり定義する。 

① 本学または本学の職員等が所有する特許等の知的財産に基づいて起業するもの。 

② 本学または本学の職員等が本学で達成された研究成果または習得した技術やノウハウ等に基づ

いて起業するもの。  

③ 本学または本学の職員等がベンチャー企業の設立者となり，又はその設立に深く関与し起業す

るもの。ただし，職員等の退職又は卒業等から起業までの期間が３年以内のものに限る。  

④ 起業する者の持つ技術やノウハウ等を事業化するため、起業まで３年以内の期間に本学との共

同研究等により起業するもの。 

 

２．審査方法 

１）本機構に起業支援委員会を設置し審査を行う。 

２）審査委員は学内外から招へいする。 

３）提出された提案書を書面にて審査を行う。 

  必要に応じてプレゼン審査を行う。 

 

３．基本方針 

  本学による大学発ベンチャー認定はスタートした時点であり、認定対象となる案件はそう多くない。 

このため、当面の間、大学発ベンチャーとして実現可能性がある案件については、原則、認定の対

象とし、地域の支援機関や金融機関と連携し支援を強化する。 

 

４．審査観点・項目 

  琉球大学発ベンチャー認定の趣旨を踏まえ、以下の通り、審査観点・項目を設定する。 

   

１）審査観点・項目と点数配分 

  ⓪ 申請要件を満たしているか（適否のみ審査、配点無し） 

    ・大学発ベンチャーの定義に該当している。 

・事業内容等が公序良俗に反しない。 

・本学に対する名誉毀損，誹謗中傷，業務妨害等のおそれがない。 

      ① コンセプトがあるか（３０％） 

      ・大学発ベンチャーとしてビジョン（夢）が明確である。 

      ・大学発ベンチャーとしてミッション（目標）が明確である。 

② 新規性・独創性があるか（１５％） 

  ・大学発ベンチャーが開発する商品・サービスは新規性・独創性がある。 

     ③ 市場性があるか（２０％） 

      ・大学発ベンチャーが開発する商品・サービスに既存市場がある。 

      ・大学発ベンチャーが開発する商品・サービスが新たな市場を創出する。 

     ④ 経営基盤があるか（２０％） 

      ・事業計画等が作成されている。 

      ・経営体制等が確立している。 

     ⑤ 社会的な貢献等が高いか（１５％） 

      ・雇用創出が期待できる。 

      ・他の産業への波及効果が期待できる。 

      ・その他、評価できる点がある。 
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２）審査方法 

    ①上記の審査項目について５段階で評価する。 

非常に優れている ：５点 

優れている    ：４点 

普通（基準点）  ：３点 

劣っている    ：２点 

非常に劣っている ：１点 

    ②評価を踏まえ審査委員の合議により認定の可否を決定する。 

 

３）審査表 

観点 項目 配点 評価・点数 

⓪ 申請要件を満たすか 

 

・定義に該当している。 

・公序良俗に反しない。 

・名誉毀損等のおそれがない。 

 

無し 

    

 

   可 否 

① コンセプトがあるか 

    

・ビジョン（夢）が明確。 ５×３  

・ミッション（目標）が明確。 ５×３  

② 新規性・独創性があるか ・新規性・独創性がある ５×３  

③ 市場性があるか 

    

・既存市場がある。 ５×２  

・新たな市場を創出する。 ５×２  

④ 経営基盤があるか ・事業計画等が作成されている。 ５×２  

・経営チーム等が確立している。 ５×２  

⑥ 社会的な貢献度等が高

いか 

 

・雇用創出等が期待できる。 ５  

・他の産業への波及効果が期待 ５  

・その他、評価できる点がある。 ５  

 合計 １００  
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国立大学法人琉球大学起業支援委員会規程 
 
                                      平成２９年３月２２日 

                                      制        定 

 

（設置） 

第１条 琉球大学地域連携推進機構規則第１７条に基づき，琉球大学地域連携推進機構（以下「機構」とい

う。）に国立大学法人琉球大学起業支援委員会（以下「起業支援委員会」という。）を置く。 

 

（目的） 

第２条 起業支援委員会は，国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程（以下

「大学発ベンチャー認定規程」という。）第３条第３項に基づき，大学発ベンチャーの認定等に関する事

項を審議し,機構長に報告することを目的とする。 

 

（審議事項） 

第３条 起業支援委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

(1) 大学発ベンチャーの創出に向けた育成支援及び事業化に向けた起業支援に関すること。 

(2) 大学発ベンチャーにおける研究開発資金獲得及び販路開拓等に係る外部機関との連携協力に関す

ること。 

(3) 大学発ベンチャーの認定，認定の取消及び支援延長に関すること。 

(4) その他，大学発ベンチャーの育成，起業支援に関すること。 

２ 起業支援委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。 

 

（組織） 

第４条 起業支援委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

(1) 産学官連携部門長 

(2) 産学官連携部門の研究開発支援系，知的財産系，起業支援系を担当する教員 

(3) 地域連携企画室の産学官連携を担当する教員 

(4) その他，機構長が推薦する者若干名 

２ 前項第４号の委員は，学内者又は学外者から機構長の推薦に基づき学長が任命する。 

３ 前項の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。ただし，欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は，前

任者の残任期間とする。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 起業支援委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は，前条第１項第１号に規定する委員をもって充て，副委員長は，委員の中から委員長が指名す

る者をもって充てる。 

３ 委員長は，起業支援委員会を招集し，その議長となる。 

４ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故あるとき又は欠けたときは，その職務を代行する。 

 

（会議） 

第６条 起業支援委員会は，委員の過半数の出席がなければ，会議を開くことができない。 

２ 議決を要する事項については，出席委員の過半数で決し，可否同数のときは委員長の決するところ

による。 

３ 前項による結果は，委員長から機構長へ報告する。 

19 / 127



（秘密保持） 

第７条 起業支援委員会の委員は，当該委員会で支援する大学発ベンチャーの事業内容等，委員会おいて

知り得た事項について，必要な期間中その秘密を守らなければならない。 

２ 前項にかかわらず，大学発ベンチャーの合意を得た場合は，公表することができる。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，総合企画戦略部地域連携推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，起業支援委員会の運営に関し必要な事項は，機構長が別に定める。 

 

 （改廃） 

第１０条 この規程の改廃は,機構運営会議の議を経て機構長が行う。 

 

    附  則 

この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 
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   国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程 

 

平成２９年３月２２日 

制        定 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，国立大学法人琉球大学（以下「本学」という。）における大学発ベンチャーの円滑かつ

適正な支援を図るため，大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この規程において，「大学発ベンチャー」とは，次の各号のいずれかに該当するものをいう。 

(1) 本学又は本学の職員等（本学職務発明等規程第２条第１項第４号に規定する者。以下「職員等」とい 

う。）が所有する知的財産に基づいて起業したもの。 

(2) 本学で達成された研究成果または習得した技術やノウハウ等に基づいて起業したもの。  

(3) 職員等がベンチャー企業の設立者となり，又はその設立に深く関与し起業したもの。ただし，職員等 

の退職又は卒業等から起業までの期間が３年以内のものに限る。  

(4) 起業する者の持つ技術やノウハウ等を事業化するため，起業まで３年以内の期間に本学との共同研究 

等により起業したもの。 

 

（認定の手続き） 

第３条 大学発ベンチャーの認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は，「大学発ベンチャー認

定申請書」（様式１）に必要書類を添えて，本学地域連携推進機構（以下「機構」という。）の長を経由し，

学長に提出するものとする。 

２ 学長は，前項の申請があったときは，機構長に認定の可否を諮問するものとする。 

３ 機構長は，機構に設置する本学起業支援委員会（以下「起業支援委員会」という。）において,申請内容

及び事業内容等について検討を行わせ，その結果の報告を受けるものとする。 

４ 機構長は，前項の報告をもとに機構運営会議において認定の可否を決定した後，学長へ報告するものと

する。 

５ 学長は，前項の結果を踏まえ認定の決定を行うものとし，認定すべきものと認めた場合，その結果を文

書により申請者に通知し，役員会に報告するものとする。 

 

（申請の条件） 

第４条 大学発ベンチャーの申請は，次の各号すべての要件を満たす場合に，申請を行うことができる。 

(1) 第２条に規定する大学発ベンチャーの定義に該当していること。 

(2) 事業内容等が公序良俗に反しないこと。 

(3) 本学に対する名誉毀損，誹謗中傷，業務妨害等のおそれがないこと。 

(4) 職員等が起業したものにあっては，国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程（平成１６年４月 

１日制定）及び本学国立大学法人琉球大学利益相反マネジメント規程（平成１６年４月１日制定）その 

他本学における関係規則等に定める所要の手続き，許可等が適正になされていること。 

 

（称号の授与） 

第５条 学長は，第３条第５項に基づき認定を受けた者（以下「認定大学発ベンチャー」という。）に対し、

「称号記」（様式２）により，「琉球大学発ベンチャー」の称号を授与するものとする。 

 

（本学の法的責任） 

第６条 第３条第５項の認定及び前条の称号の授与は，本学に何ら法的責任を生じさせるものではない。 
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（事業報告書等の提出及び報告） 

第７条 認定大学発ベンチャーは，年度毎に適宜の様式により，機構長を経由して，事業報告書及び収支決

算書を学長に提出しなければならない。 

２ 認定大学発ベンチャーは，次の各号のいずれかの適用を受けた場合は，機構長を経由して，速やかにそ

の旨を学長に報告しなければならない。 

 (1) 会社法（平成１７年法律第８６号）に定める解散 

 (2) 破産法（平成１６年法律第７５６号）に定める破産手続 

 (3) 民事再生法（平成１１年法律第２５５号）に定める再生手続き 

 (4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に定める更生手続き 

 (5) 不正競争防止法（平成５年法律第４７号）に定める不正競争を行い、裁判によって同法第２１条に定

める罰金刑が確定 

 

（認定の解除） 

第８条 認定大学発ベンチャーは，第３条第５項に基づく認定の解除及び第５条により交付された称号の返

付を，機構長を経由して，学長に申し出ることができるものとする。 

２ 学長は，前項の申し出を受けたときは，これを認めるものとする。 

３ 前項により認定の解除を受けた者は，速やかに称号記を返付するものとし，当該解除を受けた日以降，

琉球大学発ベンチャーとして認定を受けていた事実を事業活動に使用してはならない。 

 

（認定の取消し） 

第９条 学長は，次の各号のいずれかに該当する場合は，起業支援委員会及び機構長の判断を踏まえ，大学

発ベンチャーの認定を取消すことができる。 

(1) 認定大学発ベンチャーの事業活動が，第４条各号の要件を逸脱した場合 

(2) 認定大学発ベンチャーが社会的信用を失墜する行為を行った場合 

(3) その他本学の名誉を毀損するおそれがある場合で，「琉球大学発ベンチャー」の称号を保持させるこ 

とが適当でないと学長が認める場合 

２ 前項により認定の取消しを受けた者は，前条第３項の規定を準用し，同規定の手続きを遵守しなければ

ならない。 

 

（大学発ベンチャーの支援） 

第１０条 本学は，認定大学発ベンチャーに対し，本学の管理運営及び教育研究に支障のない範囲において，

次の各号に掲げる支援を行うことができる。 

(1) 事務室又は研究室として，機構内にインキュベーション室を確保し，使用を許可すること。 

(2) 使用を許可したインキュベーション室を所在地として商業登記を認めること。 

(3) 研究プロジェクトの構築，他企業との連携，知的財産の創出，起業化等の支援を行うこと。 

２ 前項の支援期間は，原則として起業後３年間を限度とする。ただし，学長が必要と認めた場合は、２年

間延長することができる。 

３  学長は，認定大学発ベンチャーから前項の但し書きにより延長申請があった場合は，起業支援委員会及

び機構長の判断を踏まえ，延長の可否を決定するものとする。 

４ 認定の解除（第８条第２項）及び認定の取消し（第９条第１項）に該当した場合は，第１項の支援を停

止するものとする。  

 

（事務） 

第１１条 大学発ベンチャーの認定に関する事務は，総合企画戦略部地域連携推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第１２条 この規程に定めるもののほか，大学発ベンチャーの認定に関し必要な事項は，学長の承認を得て，

機構長が別に定める。 
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（改廃） 

第１３条 この規程の改廃は，機構運営会議の議を経て機構長が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２９年４月１日から施行する。 
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様式１(第３条関係) 

年  月  日  

 

国立大学法人琉球大学発ベンチャー認定申請書 

 

 国立大学法人琉球大学長  殿 

  （申請者） 

 所 属 

 職 名 

                 氏  名                        印 

          

 下記のとおり大学発ベンチャーの認定を申請します。 

 なお，認定のうえは，国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程その他の諸規

則を遵守することを誓約します。また、貴学から授与された称号の使用において，当方若しくは，第三者に

損害が生じた場合又はその他の不測の事態が生じた場合は，当方で処理し，貴学及びその関係者に損害賠償

請求は一切行いません。 

記 

① 企 業 名   

② 所 在 地 〒 

③ 代 表 者 名   

④ 代表者区分   

⑤ 連絡先(電話番号及びE-mail)   

⑥ 事業開始日等 事業開始日   

設立日   

事業開始予定日   

⑦ 分 野   

⑧ 資本額（又は出資総額）   

⑨ 常時使用（予定）の従業員数   

⑩ 事業の形態   

⑪ 事業の概要   

⑫ 事業化しようとする研究成果の概要   

⑬ 大学発ベンチャー起業（設立）形態  ア、  イ、  ウ、  エ  

⑭ 琉球大学の研究成果であることの説

明（関連する研究者名等） 

  

⑮ 琉球大学において事業化を行う必要

理由 

  

⑯ 事業予定及びその準備活動のスケジ

ュール 

  

⑰ その他  
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１ 各項目の記入要領 
 (1) ④「代表者の区分」については，以下の中から選択して記入すること。 

    本学の職員，学生，大学院生，研究生，共同研究員，受託研究員及びその他 
 (2) ⑥「事業開始日」とは，営利を目的とした事業を反復継続し始めた日であり，個人事業の開始にあっ

ては，所得税法第229条の「開業の届出」を税務署長に提出した開業日がそれに当たる。 
 (3) ⑦「分野」は，以下の中から選択して記入すること。 
    ＩＴ(ソフト，ハード)，バイオ・医療，環境，素材・材料，機械・装置，その他 
 (4) ⑩「事業の形態」は，その種類を以下の例を参考として記入すること。 
    例) 株式会社，合同会社(LLC)，有限責任事業組合(LLP)，企業組合，協業組合，事業協同組合， 

事業協同小組合 等 
 (5) ⑬「大学発ベンチャーの起業（設立）形態」については，以下の中から選択して記入すること。 

  ア 本学又は本学の職員等が所有するの知的財産に基づいて起業したもの。 

イ 本学で達成された研究成果または習得した技術やノウハウ等に基づいて起業したもの。  

ウ 本学の職員等がベンチャー企業の設立者となり，又はその設立に深く関与し起業したもの。た

だし，職員等の退職又は卒業等から起業までの期間が３年以内のものに限る。  

エ 起業する者の持つ技術やノウハウ等を事業化するため,起業まで３年以内の期間に本学との共

同研究等により起業したもの。 

 (6) ⑭「琉球大学の研究成果であることの説明」には，例えば，特許権の場合は発明者とその所属を記入
すること。 

 (7) ⑯「事業予定及びその準備活動のスケジュール」は，創業を行おうとする場合のみ記入すること。 

 (8)  ⑰「その他」は, 大学発ベンチャーの認定の申請に当たって,特筆すべきこと等を記入すること。 

 
 
２ 添付資料 
 (1) 個人の場合(a又はb) 
    a 事業を開始した日が確認できる書類(所得税法第229条に基づき，税務署長に提出された「開業の

届出」(税務署受付印のあるもの)の写し 等 
    b 1年以内に創業を行おうとする個人にあっては，その旨の誓約書 
 (2) 法人の場合(c又はd) 
    c 設立の日が確認できる書類(法人税法第148条に基づき，税務署長に提出された「設立の届出」(税

務署受付印のあるもの)の写し 等 
    d 定款，寄付行為，規則又は規約の写し 
 
（参考） 
 ※ 所得税法第229条 
   (開業の届出) 
    居住者又は非居住者は，国内において新たに不動産所得，事業所得又は山林所得を生ずべき事業を

開始し，又は当該事業に係る事務所，事業所その他これらに準ずるものを設け，若しくはこれらを移
転し若しくは廃止した場合には，財務省令で定めるところにより，その旨その他必要な事項を記載し
た届出書を，その事実があった日から一月以内に，税務署長に提出しなければならない。 

 ※ 法人税法第148条 
   (内国普通法人等の設立の届出) 
    新たに設立された内国法人である普通法人又は協同組合等は，その設立の日以後2月以内に，次に掲

げる事項を記載した届出書にその設立の時における貸借対照表その他の財務省令で定める書類を添
付し，これを納税地(連結子法人にあっては，その本店又は主たる事務所の所在地。第1号において同
じ。)の所轄税務署長に提出しなければならない。 

    1 その納税地 
    2 その事業の目的 
    3 その設立の日  
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    様式２（第５条関係） 

 

                                      琉大 第   号 

 

 

 

称 号 記 

 

 

 

 

 

         名   称 

        代 表 者 

        設立年月日   平成   年   月   日  

 

 

 

国立大学法人琉球大学における大学発ベンチャーの認定に関する規程第５条に基づき、 

「琉球大学発ベンチャー」の称号を授与します。 

 

 

 

 

          平成  年  月  日 

 

 

                                     国立大学法人琉球大学 

                   学 長           印 
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産学連携の協力推進に関する協定書（案） 

 国立大学法人琉球大学地域連携推進機構(以下「甲」という。)と国
立大学法人鹿児島大学南九州・南西諸島域共創機構(以下「乙」という。)
は、甲及び乙の連携を通し、沖縄県及び鹿児島県の地域発展推進等の
ため、次のとおり協定を締結する。 

(目的) 
第１条 この協定は、甲及び乙が相互に協力して、甲及び乙の研究シー 
ズ等を共有することで、互いの地域社会に還元すること及び緊密な 
情報交換等を行うことにより、地域社会の発展及び地域産業の振興 
に貢献することを目的とする。 

(連携事項) 
第２条  甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について 
実施するものとする。 
(1) 相互の有する研究シーズの情報発信に関すること

（2） 相互の地域企業ニーズと相互の研究シーズとのマッチングに関
すること

(3) 産学連携に係る教育に関すること
(4) その他、相互の有する資源及びネットワークを活用し、地域

社会の発展・地域産業振興のための取組みに関すること

 (連携活動の実施) 
第３条  前条に掲げる事項の具体的な実施については、この協定に基 

づき、双方で協議して行う。 

(秘密等の保持) 
第４条  甲及び乙は、連携活動の実施により知り得た相手方の情報及 
び関係者の個人情報を、相手方の事前の文書による承諾なく第三者
に提供若しくは漏洩し、又は第１条に規定する目的以外の目的に利
用してはならない。ただし、知得した際、既に公知となっている情
報は除く。 

２ 甲及び乙は、この協定が次条の有効期間の満了又は第６条による
解除により効力を失った後も、前項の規定による秘密保持等の義務
を負う。 

(協定の有効期間) 
第５条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、

本協定により有効期間満了日の日の１カ月前までに甲、乙いずれか
ら協定を更新しない旨の書面による通知があった場合を除き、この
協定は１年間更新され、その後も同様とする。 

(協定の解除) 
第６条 甲又は乙がこの協定を解除しようとする場合は、解除しよう

とする日の１カ月前までに、書面により通知しなければならない。 
２ 甲及び乙は、前項の規定による解除にいかなる責任も負わない。 

(その他) 
第７条 本協定の内容は、甲及び乙の協議により変更することができ

る。 
２ 本協定に定めのない事項又は本協定に定める事項に関し、疑義が

生じた場合は、甲乙協議して定めるものとする。 

 本協定書の証として、本協定書を２通作成し、甲と乙が署名押印の
上、各１通を保有する。 

平成３０年●月●日 

甲 沖縄県中頭郡西原町字千原１番地
国立大学法人琉球大学
地域連携推進機構長 須加原 一博

乙 鹿児島県鹿児島市郡元１丁目２１番２４号
国立大学法人鹿児島大学
南九州・南西諸島域共創機構長 髙松 英夫

【審議２】
平成３０年６月１３日
産学官連携部門会議　承認
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平成３０年度戦略的地域連携推進経費 

地域協働プロジェクト推進事業の採択（案）について 

本学の強み・特色を発揮し，学長のリーダーシップの下，本学のビジョンに基づいた改

革を迅速に実現することを目的とした戦略的地域連携推進経費における，「第３期中期目

標期間における重点的取組」を推進するための地域協働プロジェクト推進事業について，

平成 30 年 5 月 28 日から平成 30 年 6 月 18 日まで公募し，審査要領に従い書面審査，合議

審査を経て，別紙のとおり採択候補を選定した。 

申請件数・申請金額及び採択件数(案)・採択金額(案) 

（金額単位：千円） 

事業区分 予算額 
申請 採択（案） 

件数 金額 件数 金額 

申請区分（Ａ） 

1 件当たり：200 万円／年 
13,000 

11 20,926 5 7,750 

申請区分（Ｂ） 

1 件当たり：100 万円／年 
14 16,301 6 5,250 

合  計 25 37,227 11 13,000 

【審議３】
平成３０年６月２１日
地域協働プロジェクト推進事業
合議審査　承認
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別紙Ａ
平成３０年度 戦略的地域連携推進経費 地域協働プロジェクト推進事業 採択（案）一覧

【申請区分（Ａ）…地域課題の解決に向けた具体的事業】

＜カテゴリー＞

No. 部局名 申請
カテゴリー

事業実施
責任者

事業名
申請額
(千円)

採択額
(千円)

審査総評

A1 Ⅱ②,Ⅱ③ 2,000 1,750
沖縄の観光および交通に関する地域課題を捉えた取組となっており、成果が広く社会還元されることが予想されるとと
もに、将来的には自治体や企業等による取組の自立化が期待される。

A2
Ⅱ①,Ⅱ③,
Ⅳ①

2,000 0
水産業の振興をもたらす取組として期待される一方、取組内容としては企業との共同研究という側面が強く、本事業の
趣旨には合致しない。

A3 Ⅰ①,Ⅲ② 2,000 0
離島・僻地の地域課題を捉えた取組となっているが、教育ないし人材育成事業としての性格が強い点で本事業の趣旨と
は距離があるとともに、事業終了後の自立化に向けた仕組みの構築に課題が残る申請となっている。

A4
Ⅰ①,Ⅲ④,
Ⅳ①

2,000 1,750
リーディング産業である観光への寄与が期待されるとともに、地域住民との学習機会の創出という点で新規性があり、
形成されるであろうスキームは多岐にわたる応用が期待される申請となっている。

A5 Ⅲ②･③･④ 2,000 1,622
地域ニーズを捉えた取組であり期待値は大きい。既に実績もあることから、活動の中心を調査・視察ではなくプラット
フォーム形成のための会合等の開催に置くことを条件に採択したい。

A7
Ⅲ①･②･③･
④

2,000 1,750
離島・僻地の課題解決に向けた取組であり、地域人材（地元の教員）と連携して成果を出す点も評価される。一方、地
域が限定されている点が課題であり、自治体との包括連携のモデル形成としての位置づけを付加した取組を願う。

A8
Ⅲ①･②･③･
④

1,950 0
理系人材の育成という点で重要な活動と言えるが、本事業は学内外のこうした個々の取組のプラットフォーム化を期待
するものである。たとえば理学部との共同企画によって取り組むなど、協働体制を構築した上での事業を構想された
い。

A9 Ⅲ② 2,000 0
理系人材の育成という点で重要な活動と言えるが、本事業は学内外のこうした個々の取組のプラットフォーム化を期待
するものである。たとえば教育学部理科系専攻との共同企画によって取り組むなど、協働体制を構築した上での事業を
構想されたい。

A12 Ⅱ① 2,000 0
オキナワモズク増産への期待が高まる取組ではあるが、共同研究の側面が強く、自治体サイドからの資金援助によって
進める取組といえる。

A13 Ⅱ③ 2,000 0
学際的な取組であり、企業連携も強く確実な成果が見込まれる事業である。一方、すでに自立化が果たされているとも
いえる段階にあり、本事業の趣旨には合致しない。

B11 Ⅲ② 976 878
離島・僻地等条件不利地域の支援は非常に重要であり、重点的に取り組むべき内容だと評価できる。一方、申請区分B
の取組とは言いがたい内容であることから、申請区分Aの事業として採択する。

合計額： 20,926 7,750

工学部

神谷 大介

瀬名波 出

理学部 伊澤 雅子

医学部

医学部

国際地域創造学部

教職センター 福田 英昭

教育学部

Ⅰ 医療・健康長寿　①医療機関や医療技術、医療人材の高度化に向けた取組　②健康の増進や生活習慣の改善に関する理解を促進する取組

Ⅱ 地域振興　①農業の振興に向けた取組　②観光産業の振興に向けた取組　③IT・エネルギー・工業技術の振興に向けた取組　④地域文化の振興に向けた取組

Ⅲ 次世代育成　①島嶼型教育基盤の構築に向けた取組　②次世代育成の基盤整備に向けた取組　③事業創出人材の育成に向けた取組　④地域活性化人材の育成に向けた取組

Ⅳ 島嶼型先進研究　①島嶼・海洋・亜熱帯・健康長寿等の特色ある研究成果に基づく地域活性化の取組　②国際的な学術交流や学術情報・資源の公開・発信を通じた地域活性化の取組

工学部
多様なデータを用いた観光流動推計と交通
マネジメント

理学部

教育学部

理学部 田中 厚子

齊藤 由紀子

眞榮平 孝裕

里井 洋一

職人の「感」を受け継ぐ新しい水産養殖業
の開発＿養殖ＩｏＴ管理システム開発

地域の医療水準向上のための臨床研究プロ
フェッショナル育成事業

蚊媒介性感染症から考えるシチズンサイエ
ンスの可能性

次世代型イノベーション人材の育成を目的
とした産官学民協働プラットフォーム形成
事業

離島・へき地における支援を必要とする子
どもたちへの「トータル支援活動」と地域
協働教育ネットワークの構築

次世代人材育成のための探究活動支援ネッ
トワーク構築プロジェクト

沖縄から展開する亜熱帯気候にあったゼロ
エネルギーハウス（ZEH）の研究開発プロ
ジェクト

附属中学校への離島・へき地地域の中学校教育実
践支援センター機能付加の可能性：免許外教科指
導実践を中心とした中学校各教科実践への実務支
援を核に

植田 真一郎

斉藤 美加

大角 玉樹

オキナワモズク増産へ向けた取組み ①苗床

沖縄県における次世代の自然科学を育成す
るプロジェクト2018
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別紙Ｂ
平成３０年度 戦略的地域連携推進経費 地域協働プロジェクト推進事業 採択（案）一覧

【申請区分（Ｂ）…地域課題の明確化や解決に向けた検討体制の構築】

＜カテゴリー＞

No. 部局名 申請
カテゴリー

事業実施
責任者

事業名
申請額
(千円)

採択額
(千円)

審査総評

B1 Ⅱ③,Ⅳ① 1,000 0
既に十分な取組が進められている申請であり、資金力が豊かな企業等との産学連携による共同研究として展開する段階
にあることから、本事業の趣旨には合致しない。

B2 Ⅱ① 1,000 0
農業振興という点で成果が期待される取組であるが、既に十分な取組が進められている申請であり、県や自治体による
農業関係の大型補助金による研究として推進される段階の取組である。

B3 Ⅱ③ 1,000 0
新規半導体産業の立ち上げに向けた取組として大いに期待されるが、地域の産業界や自治体などによる具体的なニーズ
が見えてこない点が惜しまれる。

B4 I①,Ⅱ② 1,000 900
外国人観光客向けの災害医療の対策は重要であり、今後インバウンドが増加する中で喫緊に解決すべき取組といえる。
課題解決の実現に向けた体制の構築に期待したい。

B5
Ⅰ②,Ⅱ①･
②,Ⅲ④,Ⅳ
①

1,000 0
産業振興と健康増進の連携など、総合大学としての強みを活かした取組であり大いに評価される。一方、長年の実績も
あり、既に企業等の外部資金による自立化が達成しているともいえ、本事業の趣旨には合致しない。

B6
Ⅰ②,Ⅱ①,
Ⅳ①

1,000 0
生活習慣病改善に向けた取組として大いに評価されるが、既に外部資金による取組も進行しており、企業等との共同研
究の段階に達した取組になっていることから、本事業の趣旨に合致しない。

B7
Ⅱ①,Ⅲ②･
③

750 750
地域ニーズおよび地域課題を的確に捉え、その解決に向けた体制構築を企図する取組として大いに期待される申請であ
る。プラットフォームの形成に向け、ネットワークの拡大強化を期待したい。

B8 Ⅲ② 1,000 900
地域ニーズを的確に捉え、課題の解決に向けた体制構築を企図する取組といえる。ウェブサイトがプラットフォームと
して十全に機能することは難しいと予想されるが、基盤づくりの第一段階としてその成果が大いに期待される取組であ
る。

B9 Ⅲ② 953 0
発達障がいを持つ人への就労支援は今後益々重要となっており、学生を中心とした事業開発や外部団体との連携におい
て大いに成果が期待される申請であるが、学内シーズ（例えば障がい学生支援室）と連携するなど、実施体制の構築に
検討の余地が残る。

B10 Ⅲ② 930 0
地域課題を捉えた申請といえるが、プログラム開発とその試行がメインの取組となっており、協働に向けた課題の明確
化や体制づくりの観点が見えず、本事業の趣旨に合致しない。

B12 I① 1,000 0
沖縄県民の健康増進に向けた意欲的取組であるといえるが、地域を限定した実証実験との差別化が明確ではなく、本事
業の趣旨には合致しない。

A6 Ⅲ② 2,000 900
喫緊の課題を的確に捉えた申請であり、地域専門人材との協働による地域課題の解決を目指す取組となっている。一
方、区分Aの事業としては自立化の手立てが弱いため、区分Bとして体制構築に注力して取り組まれることを期待する。

A10
Ⅱ②･④,Ⅲ
①･②･④

1,668 900
離島・僻地地域固有の資源活用という点で本事業の趣旨に合致する。人材養成に留まらない事業拡大の可能性を持って
いるため、区分Bとして企業や自治体等との事業拡大（星空ビジネス）を展望する取組要素を付加していただきたい。

A11
Ⅱ①,Ⅲ②･
④,Ⅳ①

2,000 900
既に体制が構築され、早期に成果が可視化されることが予想される取組であり、本学の知的資源が地域の基幹産業に還
元される卓越した取組といえる。既存の体制ではカバーできない部分（基礎的調査研究）への支援として、区分をBに
移し採択したい。

合計額： 16,301 5,250

金城 達也
伊江村における超早期大腸がん診断バイオ
チップを用いた新規大腸がんスクリーニン
グ法の導入

理学部 松本 剛
星空案内人の養成と沖縄の星空を活用した
地域交流

Ⅰ 医療・健康長寿　①医療機関や医療技術、医療人材の高度化に向けた取組　②健康の増進や生活習慣の改善に関する理解を促進する取組

Ⅱ 地域振興　①農業の振興に向けた取組　②観光産業の振興に向けた取組　③IT・エネルギー・工業技術の振興に向けた取組　④地域文化の振興に向けた取組

Ⅲ 次世代育成　①島嶼型教育基盤の構築に向けた取組　②次世代育成の基盤整備に向けた取組　③事業創出人材の育成に向けた取組　④地域活性化人材の育成に向けた取組

Ⅳ 島嶼型先進研究　①島嶼・海洋・亜熱帯・健康長寿等の特色ある研究成果に基づく地域活性化の取組　②国際的な学術交流や学術情報・資源の公開・発信を通じた地域活性化の取組

工学部 千住 智信
再生可能エネルギーを活用したスマートシ
ティ地域開発協働プロジェクト

工学部 玉城 史朗
季節変動と地域的気候変動にロバストな安
定的マンゴー生産システムに向けて－近未
来型果実生産システムの実証を目指して‐

工学部 山里 将朗 沖縄における新規半導体産業の展開

医学部 久木田 一朗
災害時の外国人観光客の避難誘導・病院受
入れに関する研究

医学部 今泉 直樹
宮古島バイオ資源を活用した産業振興・雇
用環境の創出と健康増進事業

医学部 高山 千利
生活習慣病改善効果を有する甘酒の製品化
に向けて：泡盛の伝統を継承して

農学部 関根 健太郎
地域農業振興に資する沖縄作物保護ネット
ワークの基盤構築

理学部 竹村 明洋
先進技術活用型陸上養殖施設を利用した沖
縄水産ブランド創出協働プロジェクト

国際地域創造学部 屋宜 智恵美
沖縄県における不登校児童の課題分析と支
援者ネットワークの構築ー旅の経験を支援
施策として講じる基盤作りー

教育学部 岡本 牧子
ITワークショップを通じた産学連携教育モ
デルの構築

国際地域創造学部 高畑 明尚
発達障がい者の就労支援を基軸とする学生
中心の事業開発向けラボラトリーの試行

大学院教育学研究科 小林 稔
長期的な視点に立った健康改善・学力向上
のための幼少期教育プログラムの開発

医学部
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平成３０年度 地域協働プロジェクト推進事業審査要領 

地域協働プロジェクト推進事業（戦略的地域連携推進経費）の審査は、以下の要領で行

う。 

１．審査委員 

審査委員は、地域連携推進機構の教員６名で構成する（地域連携企画室長、地域連携

企画室所属教員３名、生涯学習推進部門所属専任教員１名、産学官連携部門所属専任

教員１名）。 

審査委員長は地域連携企画室長を以て充てる。 

２．審査方法 

審査は、書面審査と合議審査の二段階とする。 

書面審査は申請区分（Ａ）（Ｂ）ともに「公募要項」の「３．申請区分および申請要

件」に示した申請要件に照らし、「５．審査基準」に示した以下の観点および総合評

価について採点する。採点者は５名とし、審査委員長はこれに加わらない。 

【申請区分（A）】 

①事業の適切性（各項目１０点･･･３０点）

○地域の課題を的確に把握し解決を図る取り組みであるか。

○地域の産学官等が保有する多様な資源を有効に活用した取組であるか。

○部局等の強み・特色を活かした事業で、部局等が組織的に推進する取組であるか。 

②事業の戦略性（各項目１０点･･･２０点）

○取組が「地域貢献型大学としてのブランド確立に向けた地域貢献事業循環型モデ

ルに関する具体的方策等について（最終答申）」の方向性と整合性を持っている

か。 

○将来的に持続可能な取組体制（自己資金による実施や自治体・企業等の外部資金

による実施）の構築を目指す取組であるか。

③事業の有効性（各項目１０点･･･３０点）

○期間内に一定の成果を創出し地域社会等から評価が得られる事業であるか。

○地域社会への貢献が期待でき、かつ、インパクトの強い事業であるか。

○所要額が、妥当であるか。

④総合評価（その他の魅力や意義等･･･２０点）
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【申請区分（B）】 

①事業の適切性（各項目１０点･･･３０点）

○地域の課題を的確に把握する取り組みであるか。

○地域の産学官等が保有する多様な資源を有効に活用しようとする取組であるか。 

○部局等の強み・特色を活かした事業で、部局等が組織的に推進する取組であるか。 

②事業の戦略性（各項目１０点･･･２０点）

○取組が「地域貢献型大学としてのブランド確立に向けた地域貢献事業循環型モデ

ルに関する具体的方策等について（最終答申）」の方向性と整合性を持っている

か。 

○将来的に持続可能な取組体制（自己資金による実施や自治体・企業等の外部資金

による実施）の構築を目指す取組であるか。

③事業の有効性（各項目１０点･･･３０点）

○期間内に課題の明確化やその解決方法および解決のための体制づくりが完了す

る事業であるか。

○地域社会への貢献が期待でき、かつ、インパクトの強い事業であるか。

○所要額が、妥当であるか。

④総合評価（その他の魅力や意義等･･･２０点）

書面審査の結果をもとに、審査委員による合議審査を行う。合議審査の進行は審査委

員長がこれを務める。合議審査では書面審査の評点を基に、第３期中期目標期間にお

ける戦略的かつ重点的取組の観点から総合的に判断し、採択事業及び採択金額を合議

により決定する。 

３．その他 

その他、審査に関する必要事項等については、審査委員による協議で決定する。 
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平成３０年度戦略的地域連携推進経費
地域協働プロジェクト推進事業募集要項

１．事業趣旨
地域の産学官等が保有する多様な資源を活⽤し、地域課題の解決や地域・産業振興に資する持続
可能な地域協働循環型モデル創出に繋がるプロジェクトを⽀援する。
地域課題の解決に向けた具体的事業を⾏う申請区分（A）については１プロジェクト当り２００
万円／年を上限とする 1 年度間の事業⽀援とし、以下の 4 つのカテゴリーにおいて、地域等と協
働して⾏うプロジェクトを重点的に⽀援する。
地域課題の明確化や解決に向けた検討体制の構築を⾏う申請区分（B）については１プロジェク
ト当り１００万円／年を上限とする 1 年度間の事業⽀援とし、以下の 4 つのカテゴリーにおい
て、地域等と協働して事業を⾏うための体制づくりに取り組むプロジェクトを重点的に⽀援する。 

※申請区分（A）・（B）合わせ予算総額は１，３００万円

カテゴリーⅠ 医療・健康⻑寿
①医療機関や医療技術、医療⼈材の⾼度化に向けた取組
②健康の増進や⽣活習慣の改善に関する理解を促進する取組

カテゴリーⅡ 地域振興
①農業の振興に向けた取組
②観光産業の振興に向けた取組
③IT・エネルギー・⼯業技術の振興に向けた取組
④地域⽂化の振興に向けた取組

カテゴリーⅢ 次世代育成
①島嶼型教育基盤の構築に向けた取組
②次世代育成の基盤整備に向けた取組
③事業創出⼈材の育成に向けた取組
④地域活性化⼈材の育成に向けた取組

カテゴリーⅣ 島嶼型先進研究
①島嶼・海洋・亜熱帯・健康⻑寿等の特⾊ある研究成果に基づく地域活性化の取組
②国際的な学術交流や学術情報・資源の公開・発信を通じた地域活性化の取組
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２．申請対象者 
本学の専任教員が事業実施責任者となり、学内の関連部局等と相談の上事業を企画・⽴案し、事
業実施責任者が所属する部局等の⻑が統括責任者となり、総括責任者が申請する。 
なお部局等とはグローバル教育⽀援機構、研究推進機構、地域連携推進機構、亜熱帯島嶼科学超
域研究推進機構、ダイバーシティ推進本部、広報戦略本部、国際戦略本部、⼤学評価ＩＲマネジ
メントセンター及びハラスメント相談⽀援センター、教育研究等組織並びに事務組織を指すが、
地域連携推進機構⻑が統括責任者となるプロジェクトの申請は受け付けない。 

 
３．申請区分および申請要件 

【申請区分（A）】 
申請に際しては、以下の要件をすべて満たすことが望ましい。 

○地域の産学官等が保有する⼈材や資⾦、課題や情報といった多様な地域資源を活⽤したプロジ
ェクトであること。 

○期間内に課題解決に関する⼀定の成果を創出し地域社会等から評価が得られる事業であるこ
と。 

○申請段階で将来的な事業の⾃⽴（⾃⼰資⾦による実施や⾃治体・企業等の外部資⾦による実
施）に関するビジョンを持ったプロジェクトであること。 

○学内外で実施されている関連事業と連携協⼒して成果を報告・評価しながら事業の整理・統合・
再編などを⾏うとともに新たな事業提案をしていくためのプラットフォームを構築し、地域の
関係機関や関係者と持続可能な協働体制を形成するプロジェクトであること。 

なお、申請段階においてこれらの要件をすべて満たすことが望ましいが、地域資源の活⽤やプラ
ットフォームの構築等に関し具体的な⼿法に⽋く場合は地域連携推進機構においてその⽀援を
する。 
設備等の整備を主な⽬的とするプロジェクトや経常的業務の補完を⽬的とするプロジェクトは
申請の対象外とする。 
 
【申請区分（B）】 

申請に際しては、以下の要件をすべて満たすことが望ましい。 
○地域の産学官等が保有する⼈材や資⾦、課題や情報といった多様な地域資源の活⽤を想定した

プロジェクトであること。 
○申請段階で将来的な事業化および事業の⾃⽴化（⾃⼰資⾦による実施や⾃治体・企業等の外

部資⾦による実施）に関するビジョンを持ったプロジェクトであること。 
○学内外で実施されている関連事業と連携協⼒して成果を報告・評価しながら事業の整理・統合・

再編などを⾏うとともに新たな事業提案をしていくためのプラットフォームを構築し、地域の
関係機関や関係者と持続可能な協働体制を形成するプロジェクトであること。 

なお、申請段階においてこれらの要件をすべて満たすことが望ましいが、地域資源の活⽤やプラ
ットフォームの構築等に関し具体的な⼿法に⽋く場合は地域連携推進機構においてその⽀援を
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する。 
設備等の整備を主な⽬的とするプロジェクトや経常的業務の補完を⽬的とするプロジェクトは
申請の対象外とする。 
 

４．申請書提出先 
申請する部局等は、申請書（申請区分（A）は様式 A、申請区分（B）は様式 B）に必要事項を記
載し，当該部局等の⻑が全ての申請をとりまとめの上、平成３０年６⽉１８⽇（⽉）１７：００
までに総合企画戦略部地域連携推進課企画係宛てにメールで提出すること。 

【メールアドレス：chikikaku@to.jim.u-ryukyu.ac.jp】 
 
５．審査基準 
【申請区分（A）】 

①事業の適切性 
○地域の課題を的確に把握し解決を図る取り組みであること。 
○地域の産学官等が保有する多様な資源を有効に活⽤した取組であること。 
○部局等の強み・特⾊を活かした事業で、部局等が組織的に推進する取組であること。 

②事業の戦略性 
○取組が「地域貢献型⼤学としてのブランド確⽴に向けた地域貢献事業循環型モデルに関する

具体的⽅策等について（最終答申）」の⽅向性と整合性を持っていること。 
○将来的に持続可能な取組体制（⾃⼰資⾦による実施や⾃治体・企業等の外部資⾦による実施）

の構築を⽬指す取組であること。 
③事業の有効性 

○期間内に⼀定の成果を創出し地域社会等から評価が得られる事業であること。 
○地域社会への貢献が期待でき、かつ、インパクトの強い事業であること。 
○所要額が、妥当であること。 
 

【申請区分（B）】 
①事業の適切性 

○地域の課題を的確に把握する取り組みであること。 
○地域の産学官等が保有する多様な資源を有効に活⽤しようとする取組であること。 
○部局等の強み・特⾊を活かした事業で、部局等が組織的に推進する取組であること。 

 
②事業の戦略性 

○取組が「地域貢献型⼤学としてのブランド確⽴に向けた地域貢献事業循環型モデルに関する
具体的⽅策等について（最終答申）」の⽅向性と整合性を持っていること。 

○将来的に持続可能な取組体制（⾃⼰資⾦による実施や⾃治体・企業等の外部資⾦による実施）
の構築を⽬指す取組であること。 
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③事業の有効性 
○期間内に課題の明確化やその解決⽅法および解決のための体制づくりが完了する事業であ

ること。 
○地域社会への貢献が期待でき、かつ、インパクトの強い事業であること。 
○所要額が、妥当であること。 

 
６．スケジュール 

・５⽉２８⽇（⽉）      募集開始 
・６⽉１８⽇（⽉）１７：００ 申請締切 
・６⽉１９⽇（⽕）〜     審査 
・６⽉２７⽇（⽔）      役員会（採択可否の決定） 
※役員会後に所要の⼿続きを経て事業の開始 

 
７．採択の決定 

審査基準に基づき地域連携推進機構が採択及び配分額の案を作成し、役員会において決定する。 
 
８．実施報告 

各プロジェクトの実施に当たっては、今年度実施予定の「琉球⼤学地域貢献フェア（仮称）」に
おいて取組の進捗状況を報告するほか、本年度事業終了後は、別に定める期⽇までに実施報告書
を提出すること。 
なお、中間報告または実施報告書の提出後、実施状況を把握するため必要に応じてヒアリングを
⾏う場合がある。 

 
９．その他 
（１）申請に際しては「地域貢献型⼤学としてのブランド確⽴に向けた地域貢献事業循環型モデル

に関する具体的⽅策等について（最終答申）」を参照し、事業の趣旨について⼗分に理解を
すること。 

（２）同⼀部局等から複数の申請をすることができる。 
（３）今年度の申請区分（A）は事業期間が短いため、次年度の継続申請について考慮する予定で

ある。 
（４）原則として申請区分（B）の継続申請は認めないが、成果に基づき次年度の申請区分（A）に

申請することはできる。 
（５）本学の予算状況によっては、経費配分予定額が変更となることがある。 
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平成２９年度「教育改革への挑戦」（観光産業科学部報告書）より抜粋
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Urasoe Smart Ci
t

Energy Center
Urasoe Smart Ci

t
Energy Center

浦添市長
松本 哲治
浦添市長 東京工業大学

特命教授
柏木 孝夫

一般財団法人
建築環境・
省エネルギー機構
理事長 村上 周三

琉球大学
工学部 工学科
電気システムエ学コース
教授 千住 智信

琉球大学
工学部 工学科
建築学コース
教授 堤 純一郎
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アジアをリードするまちづくり
浦添分散型エネルギー株式会社と浦添市の共催により、「浦添市スマートシティ開発セミナー」を開
催します。第1回目は、浦添市が進める「アジアをリードするまちづくり」における「分散型エネルギー
で切り拓く沖縄の未来」について、世界を代表するスマートシティ開発の第一人者と本事業推進者
の講演とともに、熱い議論を交わします。

浦添市スマートシティ開発セミナー

http://www.urasoe-energy.com/

浦添分散型エネルギー株式会社ホームページからの申し込み
（応募者多数の場合は抽選）

申込方法

開 催 日

開催会場

～分散型エネルギーで切り拓く沖縄の未来～

平成30年 4月21日
13:00～ 16:45（12:00受付開始）
浦添市てだこホール（大ホール）
〒901-2103 沖縄県浦添市仲間１丁目９－３
地図：http://www.tedakohall.jp/?page_id=24

土

第1回

入場
無料

主　　催：浦添分散型エネルギー株式会社
共　　催：浦添市
後　　援：沖縄県・沖縄振興開発金融公庫
協　　賛：沖縄ガス株式会社・沖縄銀行・株式会社九電工・東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
特別協力：浦添スマートシティ基盤整備株式会社
協　　力：PwCコンサルティング合同会社・株式会社太名嘉組・株式会社祭温・富士電機株式会社・株式会社宣伝
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問い合わせ先：浦添分散型エネルギー株式会社
〒9 0 1－2 12 2　沖縄県浦添市勢理客四丁目 1 7 番 1 1 号　リウエンリースビル５階　ＴＥＬ：０９８－８９４－８９６２

　浦添市では「アジアを代表するまちづくり（スマートシティ開発）」
を推進しています。
　浦添市、金融機関、民間事業者の共同出資により設立された浦添分
散型エネルギー株式会社では、このスマートシティ開発における CO2
削減、エネルギーの安定供給の一役を担っており、沖縄都市モノレー
ル「てだこ浦西駅」周辺開発地区において、分散型エネルギーの導入・
建設を進めています。亜熱帯である沖縄において大規模な分散型エネ
ルギー事業を実施するのは日本で初めてであり、冷熱中心の熱供給事
業の先駆けとなるものと期待されています。更に、先導的な CEMS
（Community Energy Management System）や高効率冷却システムを
併用したコージェネレーション発電（都市ガス及び水溶性天然ガス発
電）を行う予定で、これらシステムは「分散型パッケージ・システム」
として、東南アジアへ輸出する礎となることが期待されています。（※）

12:00 ～ 13:00
13:00 ～ 13:10
13:10 ～ 13:20
13:20 ～ 13:50

13:50 ～ 14:20

14:20 ～ 14:50

14:50 ～ 15:05
15:05 ～ 16:45

入場受付
主催者代表挨拶　浦添分散型エネルギー株式会社　代表取締役社長　神山 正
共催者代表挨拶　浦添市長　松本 哲治
特別講演「アジアを見据えた超スマートアイランドモデル沖縄」
　　　　 東京工業大学 特命教授／先進エネルギー国際研究センター センター長  柏木 孝夫
基調講演①「コミュニティエネルギー・トランジションマネジメント調査委員会
　　　　　 浦添分散型エネルギー　ケースステディ分科会」の成果について
　　　　　一般財団法人建築環境・省エネルギー機構　理事長　村上 周三
基調講演②「電力・ガス自由化の現状とエネルギー供給の将来動向」
                       琉球大学　工学部工学科電気システム工学コース　教授　千住 智信
　休　憩
パネルディスカッション「浦添分散型エネルギーとは？
　～アジアを代表するスマートシティの姿と県内・海外への展開」
　コーディネーター：PwCコンサルティング合同会社　シニアマネージャー　若林 俊一郎

「離島環境に適合する再生可能エネルギー」
　琉球大学　工学部工学科建築学コース　教授　堤 純一郎
 「浦添分散型エネルギーの持つ技術先導性と新たなまちづくりへのチャレンジ」
　浦添分散型エネルギー株式会社　技術管掌取締役　高本 秀人
 「冷熱供給中心の分散型エネルギー供給施設に対するグレートエコ冷却塔の優位性」
　株式会社九電工　常務執行役員　技術本部副本部長　北村 邦彦
 「浦添市スマートシティにおけるガス体エネルギーの役割」
　沖縄ガス株式会社　取締役エネルギー開発部長　大城 邦夫
 「地元金融機関の地方創生における役割と取組みについて」
　沖縄銀行　法人部　部長代理　又吉 司
 「日本初の冷熱中心エネルギープラントにおける最適運転管理」
　東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社
　営業技術ソリューション部長　岡 卓史
※各パネラーによるプレゼンテーション 10 分×6人＋ディスカッション 40 分

（注意）発表テーマ、登壇者含むタイムスケジュールは当日変更されることがあります。

タイムスケジュール

パネラー①

パネラー②

パネラー③

パネラー④

パネラー⑤

パネラー⑥

（※）：浦添分散型エネルギー株式会社の推進する事業は、経済産業省 資源エネルギー庁「平成 29 年度地域の特性を活かしたエネルギーの地産
地消促進事業費補助金（分散型エネルギーシステム構築支援事業のうちエネルギーシステム構築事業）」に採択されました。

5.都市モノレールてだこ浦西駅周辺概念設計図及びパース 
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琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議，及び琉大コミュニティキャンパス事業本部

の地域連携推進機構内の位置づけについて（案） 

1）琉大コミュニティキャンパス（以下，RCC）事業マネジメント会議

・設置

COC 事業と COC+事業を推進するために学長の下に置く。

・審議事項

事業計画の策定，事業の推進，事業評価，事業成果の地域還元と定着化

・組織

理事 地域連携・地域医療・キャンパス移転担当（議長）

研究・企画戦略担当，教育・学生支援・法務担当 

学長補佐 研究担当，教育担当 

琉大コミュニティキャンパス（RCC）事業本部長 

その他 総合企画戦略部長，総合企画戦略部地域連携推進課長 

2）RCC 事業本部

・設置

COC，COC+事業の業務を円滑に実施するために RCC 事業マネジメント会議の下に置く。

・業務

事業の実施，その他事業に関わる業務

・組織

地域連携推進機構生涯学習推進部門長（本部長） 

COC 事業及び COC+事業担当の特命教員 

学長が指名する者：研究担当学長補佐，教育担当学長補佐，RSEC 関係担当教授， 

生涯学習推進部門専任教員，総合情報処理センター教員， 

グローバル教育支援機構・共通教育運営部門長 

本部長が特に必要と認める者：企画室特命教員， 

グローバル教育支援機構アドミッション部門 UEA，地域連携推進課長 

3）地域連携推進機構発足時の COC 事業及び COC+事業担当の特命教員の配置

COC 事業担当  → 生涯学習推進部門地域志向教育系

COC+事業担当 → 地域連携企画室 

※事業に関わる業務のほか，部門，企画室業務も兼任

4）RCC 事業マネジメント会議，RCC 事業本部と地域連携推進機構との関係について

地域連携推進機構設置タスクフォースの答申「地域連携推進機構設置に向けて」（平成 28 年 1

月）内での位置づけ （以下，引用） 

「地域連携推進機構運営会議 

・・・下部組織として機構内のプロジェクト事業に関わる運営会議やマネジメント会議を置き、

短期的なプロジェクト事業の運営に関わる審議や評価を行う。 これに該当するものとして、

文科省 COC 事業及び COC+事業に関わる RCC 事業マネジメント会議や RCC 事業本部などがあ

る。」

すなわち，RCC 事業マネジメント会議及び，RCC 事業本部とも地域連携推進機構運営会議の下

部組織に位置づけられていた。 

【審議５】
平成３０年６月８日
生涯学習推進部門会議　承認
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問題点：RCC 事業マネジメント会議の構成員や学長直属の事業推進組織としての機能を考慮

すると，RCC 事業マネジメント会議が，地域連携推進機構運営会議の下部組織にあるのは不適

切か？ 

 

5）RCC 事業マネジメント会議，RCC 事業本部の位置づけ案 

 RCC 事業マネジメント会議は，現行の規定通り，機構運営会議とは独立に事業の運営や評価に

あたる。 

RCC 事業本部はタスクフォース答申通り，機構運営会議の下部組織とする。 

 

RCC 事業の意志決定について 

 ・役員会決定事項，及び，人事： 

RCC 事業本部→機構運営会議，及び，RCC マネジメント会議→役員会→学長 

  ・その他の事項 

RCC 事業本部→RCC マネジメント会議→学長 

（運営会議には報告） 

 

6）課題 

 ・機構内の RCC 事業本部構成員の事業への関わり 

 ・COC+事業終了後の体制 

  

 

学長 

機構

地域連携推進協議会 

地域連携推進会議 

地域連携推進機構運営会議 

産学官推進部門 地域連携企画室 

室長：背戸博史 

COC+:小島 肇 

AT： 島袋亮道 

   宮里大八 

生涯学習推進部門 

部門長：遠藤光男 

専任：背戸博史 

   柴田聡史 

COC:  空閑睦子 

役員会 

RCC 事業ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ会議 

 地域連携担当理事（議長） 

 事業計画策定 

 事業推進 

 事業評価 

RCC 事業本部 

 生涯学習推進部門長（本部長） 

 事業実施 

 赤：機構内の構成員 
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琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議規則 

 
平成２５年９月１８日  
制        定  

 
 

（設置） 
第１条 国立大学法人琉球大学に，地（知）の拠点整備事業「ちゅら島の未来を創る知

の津梁（かけ橋）」（COC 事業）及び地（知）の拠点大学による地方創生推進事業「新

たな地域社会を創造する未来叶い（ミライカナイ）」（COC+事業）を推進するため，

学長の下に，琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議（以下「RCC 事業マ

ネジメント会議」という。）を置く。 
 

 （審議事項） 
第２条 RCC 事業マネジメント会議は，次の各号に掲げる事項を審議する。 
 (1) 事業計画の策定及び連携協力形成の推進に関すること。 
 (2) 事業評価及び外部評価に関すること。 
 (3) 事業成果の地域還元と定着化に関すること。 
 (4) その他事業の推進に関すること。 
 
 （組織） 
第３条 RCC 事業マネジメント会議は，次に掲げる委員をもって組織する。 
 (1) 学長が指名する理事及び学長補佐 
 (2) 琉大コミュニティキャンパス事業本部長 

(3) 議長が特に必要と認める者 
 

（任期） 
第４条 前条第１項第３号の委員の任期は，当該年度の末日までとし，再任を妨げない。 
 
 （議長） 
第５条 RCC 事業マネジメント会議に議長を置き，第３条第１項第１号の委員のうち，

学長が指名する者をもって充てる。 
２ 議長は，RCC 事業マネジメント会議を主宰する。 
３ 議長に事故があるとき又は欠けたときは，議長があらかじめ指名する委員が，その

職務を代行する。 
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 （会議） 
第６条 RCC 事業マネジメント会議は，委員の３分の２以上の出席がなければ，会議を 

開くことができない。 
２ 議決を要する事項については，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは， 

議長の決するところによる。 
 

（琉大コミュニティキャンパス事業本部） 
第７条 COC 事業及び COC+事業の業務を円滑に実施するため，RCC 事業マネジメン

ト会議の下に、琉大コミュニティキャンパス事業本部（以下「RCC 事業本部」という。）

を設置する。 
２ RCC 事業本部の組織・運営に関して必要な事項は，別に定める。 
 

（庶務） 
第８条 RCC 事業マネジメント会議の庶務は，関係部局の協力を得て，総合企画戦略部

地域連携推進課において処理する。 
 
 （雑則） 
第９条 この規則に定めるもののほか，RCC 事業マネジメント会議の運営に関し必要な

事項は，RCC 事業マネジメント会議が別に定める。 
 

（改廃） 
第１０条 この規則の改廃は，RCC 事業マネジメント会議の議を経て学長が行う。 
 

附 則（平成２５年９月１８日） 
 この規則は，平成２５年９月１８日から施行する。 

附 則（平成２６年８月２８日） 
 この規則は，平成２６年８月２８日から施行し，平成２６年７月１日から適用する。 

附 則（平成２８年７月２０日） 
 この規則は，平成２８年７月２０日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 
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琉大コミュニティキャンパス事業本部規程         

 

平成２５年９月１８日   

制       定    

 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は，琉大コミュニティキャンパス事業マネジメント会議規則（以下「規

則」という。）第７条第２項に基づき，琉大コミュニティキャンパス事業本部（以下

「RCC 事業本部」という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

（業務） 

第２条 RCC 事業本部は，次の各号に掲げる業務を行う。 

(1) 事業の実施，広報活動及び企画調整に関すること。 

(2) 事業の自己点検・評価・改善に関すること。 

(3) 沖縄県及び関係機関との連絡調整に関すること。 

(4) 事業の収支計画及び執行に関すること。 

(5) その他事業に関すること。 

 

（組織） 

第３条 RCC 事業本部は，次に掲げる者をもって組織する。 

(1) 地域連携推進機構生涯学習推進部門長 

(2) COC 事業及び COC+事業担当の特命教員 

(3) 学長が指名する者 

 (4) 本部長が特に必要と認める者 

  

（任期） 

第４条 前条第３号及び第４号の者の任期は，当該年度の末日までとし，再任を妨げな

い。 

 

（本部長） 

第５条 RCC 事業本部に本部長を置き，第３条第１号の者をもって充てる。 

２ 本部長は，RCC 事業本部の業務を統括する。 

 

（副本部長） 

第６条 RCC 事業本部に副本部長を置き，本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 副本部長は本部長を補佐し，本部長に事故があるとき又は欠けたときは，その職務

を代行する。 
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（作業部会） 

第７条 RCC 事業本部に，本事業に関する作業等を行うため，作業部会を置くことがで

きる。 

２ 作業部会に関し必要な事項は，別に定める。 

  

（庶務） 

第８条 RCC 事業本部に関する庶務は，関係部局の協力を得て，総合企画戦略部地域連

携推進課において処理する。 

 

（雑則） 

第９条 この規程に定めるもののほか，RCC 事業本部の運営等に関し必要な事項は，

RCC 事業本部が別に定める。 

 

（改廃） 

第１０条 この規程の改廃は，RCC 事業マネジメント会議の議を経て学長が行う。 

 

附 則（平成２５年９月１８日） 

 この規程は，平成２５年９月１８日から施行する。 

附 則（平成２６年８月２８日） 

 この規程は，平成２６年８月２８日から施行し，平成２６年７月１日から適用する。 

附 則（平成２８年７月２０日） 

 この規程は，平成２８年７月２０日から施行し，平成２８年４月１日から適用する。 
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可　

9月29日 16:30～17:20 国連の人権メカニズム 阿部浩己

9月29日 17:30～18:20 国際人権基準を用いて市民はどう訴えるか 星野英一

14:30～15:20 国際法の発展と国際人権法の誕生 阿部浩己

9月29日 15:30～16:20 国際人権法の発展 阿部浩己

（法文学部）
人文社会学部

シンポジウム国際人権法と沖縄②女性の権利、子どもの権利、環境権

シンポジウム国際人権法と沖縄③：国際人権法の新たな論点 阿部浩己、沖縄国際
人権法研究会

③COC事業の後継事業
（予定）との連携の可否

不要

親川裕子、眞栄田若
菜、加藤愛子、他

⑤ 受講対象者 一般市民④修了証の発行について

3,180円

⑫ プ　ロ　グ　ラ　ム

⑧ 共　催　な　ど

⑪
担当講師
（代表者に

○をつける）

○星野英一（琉球大学法文学部教授）

島袋純（琉球大学教育学部教授）

部局名

沖縄国際人権法研究会・日本国際人権法学会

⑬
必 要 経 費 希 望 額 の
積 算 内 訳

学生アルバイト（２名）：単価７６０円（１時間）×８時間×２名分＝12,160円
USBフラッシュメモリ（２個）：２G　1.000円×1個＝1,000円
講師料：県外1名:講師料1時間5000円×6時間＝30,000円
県外講師招聘旅費：東京＝沖縄西原町間往復40,000+宿泊費11,000×1泊×１名＝51,000円

9月30日

9月30日

9月30日

国際人権と沖縄：市民による国連システムと国際人権法の利用

⑨受講料の希望額

⑥ 開　催　会　場

② コ　　ー　　ス

① 講 　座 　　名

親川裕子（大学非常勤講師・沖縄国際人権法研究会会員）

眞栄田若菜（沖縄科学技術大学院大学事務職員・沖縄国際人権法学会会員）

琉球大学及び沖縄においては国際人権法の専任の大学教員が皆無であり、日本国際人権法学会及び沖縄国際人権
法研究会（星野英一・島袋純代表）の協力が不可欠である。阿部浩己神奈川大学教授は、日本国際人権法学会の
前会長であり、国際人権法研究の第一人者であり、また、沖縄国際人権法研究会の創設にご尽力いただいき、沖
縄に関する国際人権法の適用の視点においても造詣が深い。シンポジウムにおいては、基調講演とパネルディス
カッションに参加していただき、この授業が成立することにとって最重要講師であり、旅費宿泊費の拠出をお願
いしたい。

⑭ 備　　　考

⑩
講 座 の 開 設

趣 旨 ・ 内 容 等

合　　　　計 94,160 円

9:30～10:20 シンポジウム国際人権法と沖縄①：表現の自由・自決権
星野英一、島袋純、
沖縄国際人権法研

究会

10:30～11:20

阿部浩己（神奈川大学教授）

加藤愛子（在宅翻訳者・沖縄国際人権法研究会会員）

時間 講座内容

11:30～12:20

実施日

一般　

法文学部

すべての人々に平等な人権があるとし、人権を守るためにすべての人民に等しく自決権があると宣言し、その追及を最も重
要な創設目的として国連が設立された（国連憲章2条）。1948年の国連総会決議である世界人権宣言を土台として、戦後多
くの国際的な人権条約が国連を舞台として形成され蓄積され、多くの加盟国が批准することによって「国際人権法」が国際
的な規範として形成されてきた。国際的な人権の規範にもとづく世界共通の普遍的な人権基準が発達していく中で、日本も
多くの国際人権条約を批准し、その遵守を明言してきた。条約が批准された場合は、国内法と同じく立法、行政、司法の直
接的な法源として用いられることになる。しかしながら、日本での実態は、その遵守が十分なものとは言えず、また、立法、行
政、司法による積極的な活用も見られない。特に沖縄の問題に関しては、国連の諸人権機関が国際的な人権基準を満たし
てないという再三の指摘がある。その理論と実態について探求していく。

⑦ 募集人数 30人

理由
（単価表によらない

場合のみ記入）

担当講師

9月29日 13:30～14:20 オリエンテーション・国際人権法で考える沖縄 島袋純

9月29日

【報告１】
平成３０年６月８日
生涯学習推進部門会議　承認
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平成２８年１１月２８日

地域連携推進機構長決定

琉球大学公開講座の実施方針について

１．目的

  本学の高度で専門的な学習資源及び学術研究成果の地域社会への還元を目的に、県民

の多様な学習ニーズに的確に応える公開講座等を企画・実施する。

２．公開講座の要件

 （講座の種類）

（１）講座は県民の教養を高めるための「一般コース」と職業人などを対象とした高度

な専門的知識・技術の修得・再教育を目指す「専門コース」とする。

（対象）

（２）講座の対象は幼児から成人・高齢者、市民一般や職業人など、講座の内容に準じ

て自由かつ的確に設定するものとする。

（担当講師）

（３）講師は原則一人とするが、講座の内容等によって複数講師（学内講師、但し「講

師等旅費」を必要としない学外講師は可）で担当するものとする。

（回数・時間数）

（４）回数・時間数は、総時間数が 10 時間以内、１回２～３時間で３～５回程度を一つ

の目安とするが、講座内容等によっては１回のみの開講や、長期にわたる継続的

な講義も可とする。

（会場）

（５）会場は原則学内とするが、講座内容等によっては学外での開講も可とする。

（経費）

（６）講座を実施するにあたって必要となる経費については、講座内容・募集定員等を

勘案し、担当講師と協議の上、必要最小限の額にとどめるものとする。

（受講料）

（７）受講料の設定は「国立大学法人琉球大学料金規程」（平成１６年４月１日制定）に

よる換算を標準とするが、各講座単位で、講座の内容・対象、過去の受講状況、

経費等を勘案し、適宜判断し決定できるものとする。

※平成３０年３月２３日　第１３回地域連携推進機構運営会議
においての審議案件であるため、改正前の実施方針にて審議し
た。
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３．講座の募集

（１）講座の募集は地域連携推進機構長（以下、「機構長」という）が各学部長等に対し

文書をもって依頼するものとする。

（２）募集は各学部・センター単位で、「一般コース」２講座以上、「専門コース」１講

座以上とする。

４．講座計画の審議及び決定

（１）当該年度に実施する各講座及び上記２にかかる講座の詳細については、提出され

た各実施計画案をもとに地域連携推進機構運営会議（以下、「運営会議」という）

で審議し決定する。

（２）実施計画案の修正・変更については、機構長、関係学部長等、担当予定講師等で

協議し、その結果をもとに生涯学習推進部門会議で審議するものとする。

（３）当該年度に実施する公開講座の詳細が決定した場合は文書をもって各学部長等に

通知するものとする。

（４）なお、生涯学習推進部門が独自に企画する講座の実施計画案についても、運営会

議において審議するものとする。

５．その他

  その他公開講座の企画・実施・評価に必要となる事項については、運営会議において

適宜審議し決定するものとする。
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No 学部 実施担当者 取組名
希望配分額

（千円）
実施期間 実施対象 実施エリア スケジュール 評価

配分額案
（千円）

（参考）5. 募集する取組に求める要件

1 農学部 陳碧霞
やんばるの世界遺産登
録に向けた多国語観光
案内人材の育成

200
2018年8月1日
～2019年3月30
日

学部生、
留学生

国頭村
安田集落

・講師謝金
15000円×2人×1回＝ 30000円

・調査旅費
15000円×5人×2回＝ 150000円

・会場借上げ
10000円×1回＝ 10000円

・活動実施のための材料費等の消耗品
10000円×1回＝ 10000円

９月 国頭村、安田集落自治体との調整、NPOエコツーリズムの研究所
１０月 実践教育実施のためプレ調査（アンケート）を実施
１２月 実践教育の実施
１月 実践教育の効果に関する分析（アンケート、聞き取り）
２月 報告書の作成・提出

・ＣＯＣ＋の連携自
治体である国頭村
での実習であり、学
内の観光関係教員
や名桜大学との連
携による相乗効果
も期待できる

100

2 理学部 千徳明日香

勝連半島周辺の豊かな
自然環境を活用した地
域の活性化・環境保全・
教育の推進に向けた取
組

196
平成30年7月～
平成31年3月

琉球大学
理学部物
質地球科
学科3年
次の学生

うるま市与
那城町周
辺（勝連半
島，伊計
島，宮城
島，平安
座島）

謝金

旅費

消耗品

20

48

18

110

・外部講師への謝金
10000円×1名×2回

・学生への謝金（標本移動，整理）
5時間（時給800円として）×6名×2回

・調査旅費（レンタカー，ガソリン代）
6000円×3回

・活動実施のための教材費，調査用具費等
サンプル採集用具（30000円），標本保存容器

（20000円），標本保存用エタノール（8000円）バ
ケツ，運搬用容器（18000円），シュノーケリング
用具一式×3名分（21000円），書籍，事務用品
（13000円）

8月 沖縄高専との調整
9月 調査地の下見実施
10月 実践教育実施のためプレ調査（アンケート）を実施
     第一回合同調査
11月 第二回合同調査
12月～2月　データ整理，分析（調査予備日）
3月　報告書の作成・提出

・ＣＯＣ＋の連携自
治体であるうるま市
での実習であり、実
習の成果をうるま市
に報告し還元する
（新設の6次産業化
拠点施設「うるマル
シェ」等でのパネス
展示等）など、自治
体との連携による
相乗効果も期待で
きる
・沖縄高専生への
「学生への謝金」に
ついては調査旅費
で、「消耗品」の購
入については必要
最小限に抑えて、
配分額内でのやりく

100

3 農学部
関根健太郎
※
諏訪竜一

農業生産者に学ぶ熱帯
果樹栽培と６次産業化

200
平成30年7月～
平成31年2月

琉球大学
農学部の
学生およ
び大学院
生

沖縄県西
原町・名護
市・大宜味
村

謝金

旅費

消耗品

40

20

140

講師謝金
　20,000 x 2名 = 40,000円

沖縄県内
　4,000円 x 5回 = 20,000円

栽培管理消耗品（苗・土・肥料・農薬等）

7月　 実践教育の実施（栽培実習２回）、プロジェクトの打合せ
8月　 実践教育の実施（栽培実習２回）、現地見学会（パッション農家）
9月　 実践教育の実施（栽培実習２回）、現地見学会（オキナワカカオ）
10月　実践教育の実施（栽培実習２回）、農業研究センターでの実習
11月　実践教育の実施（栽培実習２回）、果樹関連ワークショップの開催
12月　実践教育の実施（栽培実習２回）、現地見学会（パッション農家）
 1月　実践教育の実施（栽培実習２回）、外部講師による特別実習
　　　効果に関する分析（アンケート、聞き取り）
 2月　実践教育の実施（栽培実習２回）、授粉用ミツバチ飼育実習

　報告書の作成・提出

・熱帯果樹栽培に
関する実習は本学
の特色ある取組み
として、昨年度のＲ
ＣＣ報告会でも高い
評価を受けている
・対象果樹を絞り込
むなどの工夫によ
り、配分額内でのや
りくりを期待したい

100

4 教育学部 松本　由香

うるま市伊計島・宮城島
の過疎化・高齢化の緩和
のための、島の植物を用
いた新たな生活雑貨づく
り教育・開発支援の取組

190
平成30年７月～
平成31年３月

教育学部
学校教育
教員養成
課程・生
活科学教
育専修３・
４年次学
生

うるま市伊
計島、宮
城島

消耗品

旅費

30

160

・生活雑貨試作のための布、裁縫道具、文具等
の消耗品
　30,000円

・松本および学生（現在生活科学教育専修ゼミ
の３年次学生２名４年次１名を想定）計４名
　西原～伊計島までの交通費：往復
　７月～２月毎月１回で計９回
　：100,000円
　現地での宿泊１泊２日×３回
　：60,000円

７月：島で打ち合わせ、生活雑貨アイテムの検討
７月：生活雑貨試作
８月：生活雑貨教授方法検討、ワークショップの打ち合わせ
９月：伊計島で生活雑貨づくりワークショップ
10月：生活雑貨試作
11月：生活雑貨教授方法検討、ワークショップの打ち合わせ
12月：宮城島で生活雑貨づくりワークショップ
１月：生活雑貨試作開拓
２月：作品展の打ち合わせ
３月：学生と島の人々との作品展開催、プロジェクトの総括、報告書作成

・ＣＯＣ＋の連携自
治体であるうるま市
での実習であり、実
習の成果をうるま市
に報告し還元する
など、自治体との連
携による相乗効果
も期待できる
・「消耗品」の購入
や「旅費」について
は必要最小限に抑
えて、配分額内で
のやりくりを期待し

100

5 教育学部

※辻　雄二
土屋 善和
岡本 牧子
仲間 伸恵

地域の子ども支援活動
課題の解決に貢献する
人材育成に向けた取組

196.2
平成３０年７月
～平成３１年３
月

琉球大学
教育学部
２・３年次
の学生

沖縄県国
頭郡大宜
味村

旅費

消耗品

187.
2千
円

・実地指導旅費（バス代のみ）
5,200円×1人×6回＝31,200円

・学生旅費（バス代のみ）
5,200円×5人×6回＝156,000円

・活動実施のための材料費等の消耗品
1,500円×6回＝9,000円

7月　　　 大宜味村教育委員会との調整
8月 3日　「わんぱく体験団」への参加
8月15日　「わんぱく体験団」への参加
9月　 　 「学び舎あじまぁ」（仮称）の実施計画策定
10月13日 「わんぱく体験団」への参加
11月　   「第1回学び舎あじまぁ」実施（活動アンケート実施）
12月   　「第2回学び舎あじまぁ」実施（活動アンケート実施）
1月　    「第3回学び舎あじまぁ」実施（活動アンケート実施）
2月      「学び舎あじまぁ」の活動総括ならびにアンケート結果分析
3月　    「活動報告書」作成・提出

・ＣＯＣ＋の連携自
治体である大宜味
村と連携して実施
する実習である
・「旅費」について、
回数や手段の工夫
により、配分額内で
のやりくりを期待し
たい

80

6 教育学部 ※岡本 牧子

ITワークショップを通じた
地域のプログラミング教
育の解決に貢献する人
材育成に向けた取組

200
平成３０年７月
～平成３１年３
月

琉球大学
教育学部
３・４年次
の学生、
大学院生

全地域(主
に中南部)

旅費

消耗品

120

80

・学生旅費（東京往復）
30,000円×4人＝120,000円

・ワークショップ実施のための材料費等の消耗
品（電子パーツ等）
　3,200円×25人分＝80,000円

7月 沖縄県立総合教育センターや沖縄STEM教育センターとの調整
8月 3〜5日　「MFTスタートアップウィークエンド」(起業体験)への参加
9月　 　     学生と現職教員合同ワークショップの実施計画策定
10月〜11月　 学生と現職教員合同ワークショップ開催
2月 小中学生向けITワークショップの開催ならびにアンケート調査
3月 「活動報告書」作成・提出

実習の有用性は認
められるが、外部の
研修への参加がメ
インとなっているた
め、本事業の目的
から外れている

不採択

7
医学研究
科

※大城絢子
植田真一郎

地域の医療現場で生じ
る臨床的疑問を臨床研
究で解決できる人材育
成に向けた取り組み

200
平成30年8月～
平成31年3月

琉球大学
医学研究
科 臨床
研究教育
管理学講
座の大学
院生(全
年次)

沖縄県内
(琉球大学
医学部内)

謝金

旅費

60

140

・ 5,000円×6×2
指導・助言

・ (60,000円+10,800円)×2
<香川-那覇-西原 移動費>+<宿泊費>

8月　第1回臨床研究カンファランス開催
3月　第2回臨床研究カンファランス開催
3月　成果報告書作成・提出

実習の有用性は認
められるが、地域と
の連携した内容と
なっておらず、本事
業の目的から外れ
ている

不採択

平成30年度　正課外地域実践教育プロジェクト申請一

経費内訳

(1) 琉球大学の正規の学部学生及び大学院生を対象
とする正課外の教育取組（正規の授業科目は対象外）
であること。

(2) 「若者の地域への定着」という課題意識を共有し、
かつその取組に参加することにより、なぜ「若者の地
域への定着」が図られるのかについて明確に説明でき
る取組であること。

(3) 「地域の再生・活性化」あるいは「地域課題の解決」
等に資する人材像を具体的かつ明確に設定しており、
その達成に向け適合する教育方法を採用しているこ
と。

(4) 沖縄県内の自治体・企業・各種団体、あるいは地
域住民等と連携した地域志向型の活動であること。

(5) 平成30年度中（平成31年３月まで）に遂行できる取
組であること。

(6) 経費補助期間終了後においても、本支援取組の成
果を活用して、継続的かつ発展的な改善が見込める
取組であることが望ましい。例：授業科目への発展的
展開等

【報告２】
平成３０年６月２０日
琉大コミュニティキャンパス事業
マネジメント会議　承認
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平成30年6月26日以降 各室・部門の当面の活動予定（主要事項）について

※前回からの追記事項は赤字

組織名 主要事項

○地域連携推進機構の機能強化に向けた体制整備についての検討
（地域連携に関するワンストップ窓口機能の整理含む）

○交流人材バンク設置に向けた検討（機能，体制，規則等）

○目的別人材育成プログラムの開発・実施

○地域貢献活動に関する情報収集および広報の在り方についての検討

○包括連携協定締結に向けた検討・調整
・沖縄県中小企業家同友会　※調整中
・日本トランスオーシャン航空株式会社（ＪＴＡ），琉球エアーコミューター株式会社（ＲＡＣ），

日本航空株式会社（ＪＡＬ）　　７月９日（月）　於：第１会議室

○地域協働プロジェクト推進事業の遂行

○与那国町・伊江村「離島教育環境改善事業」（内閣府補助金）の申請準備

○総務省「地域におけるIoTの学び推進事業」　※採択待ち

○総務省「情報通信技術利活用事業費補助金（地域IoT実装推進事業）」　※採択待ち

○経済産業省「学びと社会の連携促進事業（「未来の教室」（学びの場）創出事業）」　※採択待ち

○沖縄県「知的・産業クラスター支援ネットワーク強化事業（大学等研究者の学外連携促進）」の遂行

○沖縄県「成長分野リーディングプロジェクト創出事業研究委託業務
（沖縄の有用生物資源を活用したヒト介入試験モデルの構築）」の遂行

〇沖縄県「沖縄科学技術イノベーションシステム構築事業」の遂行

〇沖縄県「イノベーション創出人材育成事業」の遂行

〇平成３０年度産学官金スタートアップ事業の遂行

〇平成３０年度琉球大学ブランド商品開発支援事業の遂行

〇平成３０年度琉球大学発ベンチャー認定にかかる手続き

○ＣＯＣ＋　自治体との雇用創出・若者定着に係る協定締結式
（宜野湾市，西原町，中城村 … ７月１７日（火）　於：第２会議室

　　金武町 … 調整中）

○地域創生科目の全学必修化に向けた取組

○地域志向活動トライアル経費 公募に関する手続き

地域連携企画室

産学官連携部門

生涯学習推進部門

【報告３】
平成３０年６月２０日
総合企画戦略部 地域連携推進課　作成

125 / 127



参考資料１

地域連携推進機構運営会議 委員名簿

（平成３０年４月１日時点）

所属・職名 氏名 区分 備考

1
機構長

（理事・副学長（地域連携・地域医療・
キャンパス移転担当））

須加原
す が は ら

　一博
かずひろ

１号委員 議長

2
副機構長 兼 産学官連携部門長

（副学長・副理事（産学官連携担当）） 屋
おく

　宏典
ひろすけ

２号委員 議長代行

3
地域連携企画室長

（生涯学習推進部門　教授） 背戸
せ と

　博史
ひろふみ

３号委員

4
生涯学習推進部門長

（人文社会学部　教授） 遠藤
えんどう

　光男
み つ お

４号委員

5 産学官連携部門　准教授 玉城
た ま き

　理
おさむ

５号委員 専任教員

6 生涯学習推進部門　准教授 柴田
し ば た

　聡史
さ と し

５号委員 専任教員

7 地域連携企画室　特命准教授 小島
こ じ ま

　肇
はじめ

６号委員 特命教員

8 地域連携企画室　特命准教授 島袋
しまぶくろ

　亮道
あきみち

６号委員 特命教員

9 地域連携企画室　特命准教授 宮里
みやざと

　大八
だ い や

６号委員 特命教員

10 産学官連携部門　特命准教授 下地
し も じ

　みさ子
こ

６号委員 特命教員

11 生涯学習推進部門　特命准教授 空閑
く が

　睦子
む つ こ

６号委員 特命教員

12
産学官連携部門　教授

（熱帯生物圏研究センター） 新川
あらかわ

　武
たけし

７号委員
併任教員
(任期：平成30年4月1日～平成31年3月31日)

13
産学官連携部門　教授

（工学部） 瀬名波
せ な は

　出
いずる

７号委員
併任教員
(任期：平成30年4月1日～平成31年3月31日)

14 総合企画戦略部長 新田
に っ た

　早苗
さ な え

９号委員

15 総合企画戦略部 地域連携推進課長 金城
きんじょう

　徹
とおる

１０号委員
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参考資料２

空閑　睦子 柴田　聡史

（生涯学習推進部門） （生涯学習推進部門）

瀬名波　出

（産学官連携部門）

玉城　理 遠藤　光男

（産学官連携部門） （生涯学習推進部門長）

小島　肇 須加原　一博

（地域連携企画室） （機構長）

嘉目　克彦 背戸　博史

（監事 ※陪席） （地域連携企画室長）

屋　宏典 宮里　大八

（副機構長 兼
　産学官連携部門長）

（地域連携企画室）

金城　徹 新田　早苗

（総合企画戦略部
地域連携推進課長）

（総合企画戦略部長）

入　口

平成３０年度第４回 地域連携推進機構運営会議 座席表

平成３０年６月２６日（火） １０：００～１２：００ （本部管理棟 ４階 第１会議室）

陪 席 陪 席

（欠席）

島袋 亮道
（地域連携企画室）

下地 みさ子
（産学官連携部門）

新川 武
（産学官連携部門）
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